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はじめに 

2023年 10月 1日よりインボイス制度が始まり

ました。インボイス制度を機に免税事業者から

インボイス発行事業者として課税事業者になっ

た方については、「2割特例」を利用することが

できます。本稿では「2割特例」について解説

いたします。 

 

１.2割特例とは 

インボイス発行事業者の登録を行い課税事業者

となった事業者が、消費税の納税額を、売上に係

る消費税額の 2割で計算することができる制度で

す。 

インボイス制度を機に免税の特典を放棄して、

課税事業者となった事業者の税負担や事務負担を

抑える目的で設けられました。 

 

２.2割特例の対象となる事業者 

インボイス制度を機として、免税事業者から

インボイス発行事業者として課税事業者になっ

た事業者が対象で、インボイス発行事業者の登

録をしなかったら免税事業者となっていた期間

のみについて適用することができます。 

そのため、基準期間の課税売上が 1千万円超

の事業者や資本金 1千万円以上の新設法人な

ど、もともと免税事業者とならない事業者につ

いては適用することができません。また、課税

期間短縮特例の適用を受けている場合なども適

用することができません。 

 

３.2割特例の対象期間 

2023年 10月 1日～2026年 9月 30日までの日

の属する各課税期間となります。 

個人事業者の場合は、2026年分の申告まで 2

割特例を使うことができます。 

法人の場合は決算期により異なりますが、3月

決算法人では 2027年 3月期の申告まで使うこと

ができます。 

 

 

 

４.2割特例適用のメリット 

課税売上に係る消費税に 80%を掛けて、控除す

る消費税額(仕入税額控除額)とすることがで

き、実際の課税仕入等に係る消費税額を計算す

る必要がないため、消費税の計算方法が簡単に

なります。 

消費税納税額を課税売上に係る消費税の 20%と

することで、多くのケースで納税額を抑えるこ

とができます。 

 

5.2割特例の適用が不利となる場面 

 卸売業の場合、消費税の簡易課税制度にお

けるみなし仕入率が 90%となっており、2割特例

の 80%より有利な割合が設定されています。 

そのため、簡易課税制度を適用した方が有利

となりますが、通常は事前に届出を提出する必

要があります。具体的には、簡易課税制度を適

用する届出の提出期限は、適用したい事業年度

の初日の前日までとなります。しかしインボイ

ス制度に係る特例として、免税事業者がインボ

イス発行事業者の登録申請を行って、登録を受

けた日から課税事業者となることができるとい

う経過措置を受ける場合、登録開始日を含む課

税期間中に簡易課税制度の届出書を提出するこ

とにより、その課税期間から簡易課税制度を適

用することができます。 

また、多額の設備投資があるなどの理由で課

税仕入が多くなる場合には、原則課税で消費税

を計算した方が有利となる場合があります。 

 

おわりに 

 インボイス制度の導入により、消費税に関し

て事業者が検討しなければならない事項が大幅

に増加しました。 

 2割特例を使うことで消費税の計算が簡単に

なり、納税額を抑えることができる場合が多い

ため、対象となる事業者の方は必ず理解する必

要があります。 
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